
大田市病院事業の企業職員のうち地方公営企業法第３９条第２項の

規定に基づき市長が定める職に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

 

令和６年１０月８日 

 

大田市長 

大田市規則第４２号 

大田市病院事業の企業職員のうち地方公営企業法第３９条第２

項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の一部を改正す

る規則 

大田市病院事業の企業職員のうち地方公営企業法第３９条第２項の

規定に基づき市長が定める職に関する規則（平成２６年大田市規則第

１３号の７）の一部を次のように改正する。 

 

 本則中「院長」の次に「、参与」を加える。 

 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大田市

病院事業の企業職員のうち地方公営企業法第３９条第２項の規定に基

づき市長が定める職に関する規則の規定は、令和６年１０月１日から

適用する。 


